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 令和６年度渋川市しぶかわ企業進出促進補助金交付要領

 令和６年４月１日から適用

　本補助金の交付目的、交付手続等は、次のとおりです。

交付目的 　市は、企業が取り組む多様な働き方の促進、地域経済の活性

化、雇用の創出及び移住定住者の誘引を図るため、本社機能移

転又はオフィス設置に要した費用の一部を補助します。

  内 補助対象者 　補助金の交付の対象者は、次に掲げる条件の全てを満たす者

 容 です。

（１）　会社法（平成１７年法律第８６号）第２条第１号に規

定する株式会社、合名会社、合資会社若しくは合同会社又は

会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律（平成１

７年法律第８７号）第３条第２号に規定する特例有限会社で

 あること。

（２）　オフィスの設置に当たり、建築基準法（昭和２５年法

律第２０１号）の規定及び建築基準法施行令（昭和２５年政

令第３３８号）第９条に規定する建築基準関係規定に違反し

 ないこと。

３ 　風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 昭（ ） （

和２３年法律第１２２号）第２条に規定する営業を営む者で

 ないこと。

（４）　特定商取引に関する法律（昭和５１年法律第５７号）

第２条第１項に規定する訪問販売、同条第３項に規定する電

話勧誘販売、同法第３３条第１項に規定する連鎖販売取引そ

の他これらに類する方法により物品の販売、役務の提供その

 他の行為を営む者でないこと。

（５）　貸金業法（昭和５８年法律第３２号）第２条第１項に

 規定する貸金業を営む者でないこと。

（６）　会社更生法（平成１４年法律第１５４号）第１７条の

規定に基づく更生手続開始の申立て（同法附則第２条に規定

する申立てを含む ）又は民事再生法（平成１１年法律第２。

２５号）第２１条の規定による再生手続開始の申立てがなさ

 れていないこと。

（７）　渋川市暴力団排除条例（平成２４年渋川市条例第３０

号）第２条第１項に規定する暴力団及び第２項に規定する暴

 力団員に関係する者でないこと。

（８）　法令又は公序良俗に反する営業を行っている者でない

 こと。

（９）　本要領に基づく補助金により設置したオフィスを政治

 活動又は宗教活動に利用しようとする者でないこと。
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（ ）　本要領に基づく補助金の交付を受けていない者である10
こと。

 補助金の種類 　次に掲げるいずれかの補助金を交付します。

 （１）　本社機能移転型

（２）　オフィス進出型

補助対象経費 　補助金の対象経費は、別表１に掲げるとおりです。ただし、

国、県その他団体から、本要領に関する補助金等を受ける場合

は、その金額を減じた額を対象経費とします。

交付金額 　補助対象経費の３分の２の額とし、限度額は従事者人数及び

内正規雇用者数に応じ、本社機能移転型は別表２、オフィス進

 出型は別表３に掲げるとおりとします。

　上記の額に１，０００円未満の端数が生じたときは、その端

数を切り捨てるものとします。

 予算額 　この補助金の事業全体の補助限度額は １ ０００万円です、 ， 。

限度に達した時点で受付を終了します。  
 交 交付条件 （１）　本社機能移転型の交付条件は、次のとおりです。

 付 ア　渋川市外から渋川市内に本社機能移転をすること。

手 イ　商業登記法（昭和３８年法律第１２５号）第１条の２第

続 １号に規定する登記簿に記録された本店の所在地が渋川市

 等 外にあること。

ウ　移転後の本社機能に従事する者が３人以上であり、その

うちの２人以上が主として当該本社機能に従事する正規雇

用者であること。ただし、既に渋川市内で事業を営む事業

者においては、当該事業の雇用者を維持したまま、本社機

能移転に伴い渋川市内に従事する者が３人以上増員し、そ

のうちの２人以上が主として当該本社機能に従事する正規

 雇用者であること。

エ　本社機能移転が完了した日から５年以上継続して渋川市

 内で当該本社機能を運営することが誓約できること。

 （２）　オフィス進出型の交付条件は、次のとおりです。

 ア　渋川市外に事業実態があること。

イ　渋川市内に事業実態がなく、初めてオフィスを設置する

 こと。

ウ　設置したオフィスに従事する者が１人以上であり、その

 うちの１人以上が正規雇用者であること。

エ　オフィスの設置が完了した日から３年以上継続して渋川

市内で当該オフィスを運営することが誓約できること。

交付申請の方法、 　事業に着手する５営業日前までに産業政策課へ書面の提出又

  時期等 はメールにて申請してください。

 　予算額に達した時点で申請の受付を終了します。
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 　渋川市しぶかわ企業進出促進補助金交付申請書 様式第１号（ ）

に必要事項を記入し、次に掲げる書類を添えて提出してくださ

 い。

 （１）　計画書（様式第２号）

 （２）　誓約書（様式第３号）

 （３）　定款の写し

 （４）　登記事項証明書

 （５）　直近の決算報告書及び勘定科目内訳書

 （６）　その他市長が必要と認める書類

【注１】申請書の押印を省略することが可能です。なお、その

場合は、書類の真正性を担保するため、必要に応じ、電話等

 で確認を行う場合があります。

【注２】借用物件を改修する場合は、物件所有者の同意の確認

 のため、計画書に物件所有者の押印が必要となります。

【注３】誓約書は、申請者の意思確認のため、押印が必要とな

 ります。

【注４】メールにて申請を行う場合は、押印が必要な書類に押

印がされていることが確認できるデータを添付して提出して

 ください。

　　また、押印が必要な書類の原本は、申請後７日以内に提出

してください。

 交付決定の時期等 　申請のあった日から１４日以内に交付決定をします。

　補助金の交付又は不交付を決定したときは、渋川市しぶかわ

企業進出促進補助金交付（不交付）決定通知書（様式第４号）

により通知します。

変更交付申請の方 　申請内容又は交付決定の内容に変更があるときは、速やかに

法、時期等 渋川市しぶかわ企業進出促進補助金変更交付申請書（様式第５

号）に変更する内容を証する書類を添えて提出してください。

変更の承認 　変更交付申請があったときは、速やかにその内容を審査し、

その結果を渋川市しぶかわ企業進出促進補助金変更承認（不承

認）通知書（様式第６号）により通知します。

申請の取下げ 　次のいずれかの理由によって申請を取り下げるときは、渋川

市しぶかわ企業進出促進補助金交付申請取下届（様式第７号）

 を提出してください。

（１）　交付決定の内容又はこれに付された条件に不服がある

 とき。

 （２）　事業を中止するとき。

（３）　その他市長が必要と認めたとき。

実績報告の方法、 　事業が完了したときは、その日から３０日以内又はその日の

時期等 属する年度の末日のいずれか早い日までに、渋川市しぶかわ企
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業進出促進補助金事業完了実績報告書（様式第８号）に次に掲

 げる書類を添えて、提出してください。

 （１）　報告書（様式第９号）

 （２）　所在地証明書

 （３）　定款の写し

 （４）　登記事項証明書

 （５）　直近の決算報告書及び勘定科目内訳書

（６）　その他市長が必要と認める書類

補助金の額の確定 　実績報告があったときは、当該報告書の審査及び必要に応じ

て現地調査を行い、その成果が補助金の交付の決定内容及びこ

れに付した条件に適合すると認めたときは、渋川市しぶかわ企

業進出促進補助金確定通知書（様式第１０号）により交付すべ

き補助金の額を確定します。

 請求の方法、支払 　交付請求書（様式第１１号）を提出し、請求してください。

時期等 　提出された請求書に基づき、請求日から２０日以内に支払い

ます。

交付決定の取消し 　次の場合は、補助金の交付決定の全部又は一部が取り消され

  又は補助金の返還 ます。

（１）　偽りその他不正な手段により交付決定又は交付を受け

 たとき。

　次の場合は、指定された期限までに、補助金を返還しなけれ

 ばなりません。

（１）　補助金の交付を受けた後、補助金の交付決定を取り消

 された場合は、取消しに係る部分の金額

（２）　交付を受けた補助金額が交付の対象となる事業及び経

費の実績額に基づき積算し確定した額を超える場合は、超え

る部分の金額

申請書等の様式 １　渋川市しぶかわ企業進出促進補助金交付申請書（様式第１

 号）

 ２　計画書（様式第２号）

 ３　誓約書（様式第３号）

４　渋川市しぶかわ企業進出促進補助金交付（不交付）決定通

 知書（様式第４号）

５　渋川市しぶかわ企業進出促進補助金変更交付申請書（様式

 第５号）

６　渋川市しぶかわ企業進出促進補助金変更承認（不承認）通

 知書（様式第６号）

７　渋川市しぶかわ企業進出促進補助金交付申請取下届（様式

 第７号）

８　渋川市しぶかわ企業進出促進補助金実績報告書（様式第８
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 号）

 ９　報告書（様式第９号）

　渋川市しぶかわ企業進出促進補助金確定通知書（様式第１10
 ０号）

　交付請求書（様式１１号）11
その他 　補助対象者は、補助対象事業に関する帳簿及び書類を備え付

け、当該補助対象事業が完了した年度の翌年度から５年間保存

しなければなりません。

  取扱担当課 渋川市役所産業政策課（第二庁舎）

 電話　０２７９－２２－２５９６（直通）

 　　　０２７９－２２－２１１１（内線４８９４）

メールアドレス　sangyouritti＠city.shibukawa.gunma.jp



別表１

補助対象経費 具体例

１ 土地、建物又は事務所の取得費 購入費、建設費等

２ 土地、建物又は事務所の賃貸に係 保証金、保証委託金、仲介手数料

る初期費 等（礼金及び敷金を除く。）

３ 建物又は事務所の改修費 天井、壁、床、屋根、外壁等の改

修費

４ 設備の工事費 通信、空調、駐車場等の設備工事

費

５ 備品の購入費 事務机、椅子、棚等の事務室用品

の購入費（パソコン及びプリンタ

ーの購入費を除く。）

６ 輸送費 書類等の輸送費、移転作業の委託

料等

７ その他の費用 市長が特に必要と認めた費用

 

別表２

従事者人数 内正規雇用者数 補助限度額

３人 ２人以上 ３００万円

４人 ２人以上 ４００万円

５人 ２人 ４００万円

３人以上 ５００万円

６人 ２人 ４００万円

３人以上 ６００万円

７人 ２人 ４００万円

３人 ６００万円

４人以上 ７００万円

８人 ２人 ４００万円

３人 ６００万円

４人以上 ８００万円



９人 ２人 ４００万円

３人 ６００万円

４人 ８００万円

５人以上 ９００万円

１０人以上 ２人 ４００万円

３人 ６００万円

４人 ８００万円

５人以上 １，０００万円

 

別表３

従事者人数 内正規雇用者数 補助限度額

  １人以上 １人以上 １００万円

５人以下

 ６人以上 １人以上２人以下 １００万円

１０人以下 ３人以上 ２００万円

１１人以上 １人以上２人以下 １００万円

３人以上４人以下 ２００万円

５人以上 ３００万円


